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２００４年度診療報酬改定・個別項目改定を決定 

 
 ２００４年度の診療報酬改定は、昨年末、医
療行為の報酬部分と薬・医療材料部分を合わせ
て 1.0％引き下げることを決定し、（政策ニュー
ス第 11号参照）個別項目の改定は、年明けから
中央社会保険医療審議会で審議を進めてきまし
た。 
 ２月１３日、中央社会保険医療審議会は、2004
年度診療報酬改定について、坂口厚生労働大臣
から諮問を受け、同日、「諮問案のとおり改正す
ることを了承」する答申を行いました。 
 

初診料・小児医療報酬引き上げ 
 中央社会保険医療協議会で、連合推薦委員は
健保連・経団連等、支払側団体と連携して、個
別項目の改定に取り組みました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 今回は大幅改定を行うことは難しい中で、患
者中心の「質が良く安心できる効率的な医療を
確立する」という基本的な考え方に立って、合
理的でメリハリのある改定を求めてきました。  
具体的には、昨年４月より特定機能病院に摘要
が始まった、ＤＰＣ（急性期医療に係わる包括
払制）を民間病院へ拡大する、小児・精神医療
の充実、病院と診療所の格差是正等を主張して
きました。 

    

 その結果、診療側委員が、ＤＰＣの民間病院
への拡大を「試行的に２年間行う」という条件
付きで容認したため、支払側委員もこれを了承

しました。 
 小児医療・精神医料は、前回改正に引き続き、
改定率を引き上げました。また、かねてから連
合が不合理な格差是正を強く訴えてきた、初診
料・再診料における病院と診療所の格差は、不
十分ではありましたが、初診料に限り、今回初
めて格差是正に着手することができました。 
 

医療の質・安全の確保 
 今回の診療報酬改定は、診療報酬本体が±０
という厳しい条件下での改定だったため、支払
側委員が求めた内容は十分とは言えません。し
かし「医療の質・安全の確保」を図ることが診
療報酬改定の目標とされたことは、患者本位の
医療を構築するという観点から、今後の診療報
酬改定の道筋をつけたものとして大きな意味合
いを持ったと言えます。 
 改定された診療報酬は 2004 年４月１日から
実施されます。 
  

【診療報酬改定後の医療費】 
 ２月 13日「日経新聞・夕刊より」 

 
 ☆風邪・月２回通院の場合 

【診療報酬改定の主な内容】 
①ＤＰＣ（急性期医療に係わる包括払制）拡大摘要
②小児医療、精神医療の入院費等の引き上げ 
③病院・診療所における初診料の格差是正 
④難度手術の評価見直し 
⑤臨床研修医を受け入れた病院の診療報酬評価を
上げる（入院費） 

⑥市場実勢価格を踏まえ、検査・画像診断の評価を
 見直す  現行 改定後 

初診料  ２，７００  ２，７４０
再診料    ７３０    ７３０
薬 代  １，５８０  １，５８０
合 計  ５，０１０  ５，０３０
私たちの負担  １，５００  １，５１０

 
 ☆高血圧症・継続して月２回通院の場合 

 現行 改定後 
再診料（月２回）  １，４６０  １，４６０
検 査 料      ４，９００  ４，８７０
薬  代  ５，６００  ５，５９０
指導料等  ５，５９０  ５，５９０
合  計 １７，５５０ １７，３４０
私たちの負担  ５，２７０  ５，２００
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